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（１）自己紹介

【生年月日】
1974年8月15日生まれ（48歳）兵庫県出身

【学 歴】
1993年 私立灘高校卒
1998年 東京大学経済学部卒

【経 歴】
1998年 通商産業省入省
2006年 第一次安倍内閣時に官邸スタッフ
2009年 衆院選に挑戦するも落選（旧三重2区、自民党公認）
2011年 三重県知事就任（当時 ３６歳、史上２番目の若さ、３期・１０年５か月）
2021年 衆議院議員初当選（得票率72.4%、全新人候補で１位（林大臣除く））

2022年 第二次岸田改造内閣にて内閣府大臣政務官を拝命
担務は「経済再生」 「新しい資本主義」 「スタートアップ」 「新型コロナ対策」

「全世代型社会保障改革」 「金融庁」

【家 族】

妻（武田美保：アーティスティックスイミング五輪メダリスト）
一男一女

育児休暇取得（第一子、第二子とも取得したのは現職知事で初めて）

【表彰（主なもの）】

・2014年度 世界経済フォーラム ヤング・グローバル・リーダーズ
・イクメン オブ ザ イヤー ２０１５ 受賞（2015年10月）
・絵本『「パパ」はどうしてパパなの？』出版（2016年５月）
・ベスト・ファーザー イエローリボン賞 受賞（2016年６月）
・第１回日経自治体ＤＸアワード ＤＸリード部門 受賞（2022年３月）
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【大臣政務官就任前 党役職】

党 デジタル社会推進本部 幹事長代理
党 デジタル社会推進本部NFT政策検討PT

事務局次長
党 文部科学部会学校DX推進PT 幹事

など

【デジタル関連 議員連盟】

ヘルステック推進議員連盟 事務局次長
スタートアップ推進議員連盟 事務局長補佐

ブロックチェーン推進議員連盟
サイバーセキュリティ対策議員連盟
DX時代のリ・スキリング振興議員連盟
オンラインゲーム・e-スポーツ推進議員連盟
日本・エストニア友好議員連盟
日本・ルクセンブルク友好議員連盟

など



知事時代に就任していた委員等
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●省庁

●ネットワーク

内閣官房

内 閣 府

産業構造審議会２０５０経済社会構造部会 委員（2018年９月～）

食品流通合理化検討会 委員（2019年10月～）
気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会 委員 （2019年10月～2020年9月）

新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会委員(2016年10月～2017年4月）
今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議委員（2019年10月～）

南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める１０県知事会議代表世話人（2019年12月～）

など

子どもの家庭養育推進官民協議会 会⾧（2016年４月～）
農福連携全国都道府県ネットワーク 会⾧（2017年７月～）

地方創生対策本部 本部⾧（2019年9月～）

全国知事会

全国海女文化保存・振興会議 会⾧（2014年１月～）
日本忍者協議会 会⾧（2015年10月～）

●全国知事会
ワクチン接種特別対策チーム副チームリーダー（2021年２月～）

ＩＴ総合戦略本部委員（2020年４月～）
デジタル改革関連法案ワーキンググループ構成員（2020年10月～）
「デジタルの日」検討委員会委員（2021年6月～）
新型コロナ「偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ」委員(2020年8月～）
地方創生テレワーク推進に向けた検討会議委員(2020年12月～）
ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会委員（2020年１月～）
少子化危機突破タスクフォース 委員（2013年3月～2014年9月）

全国高速道路建設協議会 筆頭副会⾧（2020年６月～） 全国治水既成同盟会連合会 理事（2020年６月～）など

デジタル社会推進本部 副本部⾧（2020年10月～）

菅総理（2020年11月）

経済産業省
農林水産省
国土交通省
厚生労働省
文部科学省
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国・地方の構造改革

デジタル基盤整備等

デジタル社会の在り方
①デジタル化による成⾧戦略

⑥DFFTの推進を始めとする国際戦略

⑤デジタル人材の育成・確保

②医療・教育・防災・こども等の
準公共分野のデジタル化

③デジタル化による地域の活性化

④誰一人取り残されないデジタル社会 デジタル庁

連携・協力

地方公共団体

関係府省庁

民間企業等

デジタル臨時行政調査会

デジタル田園都市
国家構想実現会議

デジタル社会構想会議

デジタル社会の実現に向けた重点計画

・「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」
（ 「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(R2.12.25) ）
→「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を進めることに繋がる。
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デジタル社会の目指すビジョン

「目指す社会の姿」を実現するために 以下①～⑥が求められる。

• 上記①～⑥の実現に向けた進捗をはじめ、デジタル化の進捗を大局的に把握するための指標として、国民や
民間企業の満足度や利用率などを設定。定期的に把握し、国民に提示することで、デジタル化を着実に推進。
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職務別の内外賃金格差

職種別の内外賃金差

（注）2023年１月時点の世界の職種別総現金報酬水準（専門職シニア710年目）について、各国の各職種平均の現地通貨の賃金を2021年の購買力平価ドル（OECD）を
用いて実質化し、日本企業の各職種の賃金を100とし、各国の各職種の賃金を日本の数値との比率で示したもの。

（出所）マーサー社資料を基に作成。

○ 我が国と他の先進国等では、同じ職務であるにもかかわらず、著しい賃金差が存在し、特に高いスキルが
要求される分野（IT、データアナリティクス、プロジェクトマネジメント、営業/マーケティング、技術研究、経
営・企画等）では、その差が著しい。

○ 日本企業と海外企業との賃金格差が大きいため、職務毎の賃金格差解消が不可避。ポストコロナの
人材不足の中で、日本企業から人材が奪われつつある危機的状況。

○ 年功賃金での対応は難しく、この賃金格差を無くすため、雇用制度の見直しが求められている。

内外賃金格差

生産
営業 / マー
ケティング

プロジェクト
マネジメント技術研究データ

アナリティクス
クリエイティブ

デザインIT人事財務経理総務経営 /
企画全職種合計

100100100100100100100100100100100100日本企業

100121129112127110119116118107122114外資系企業
（日本）

171173180167178163172163170165174165シンガポール

154166163156150133155151157148156157ドイツ

133154171156164140163142141134156152米国

121132136126150129129129130130133128韓国

107125131114120119124120122115136121フランス

109121128127118111122114116105120120カナダ

103123121107105112113113116112110116イタリア

95118111108116103114108114106120112英国

7911313610213311911510710396125108中国(北京)
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スキル差と対比した賃金差

（注）2023年１月時点の世界の職種別総現金報酬水準（専門職シニア710年目）について、それぞれの国において、全職種合計を100とし、各国ごとに全職種合計と各職種の賃
金の比率を示したもの。

（出所）マーサー社資料を基に作成。

○ 同じ国の中でも、他の先進国においては職務に求められるスキルに応じた賃金差がある。例えば、IT、
データアナリティクス、プロジェクトマネジメント、技術研究といった高いスキルが要求される職種は高い賃
金を獲得できている。

○ これに対し、日本企業は、獲得したスキルに応じた賃金差が小さく、スキルの高い人材が報われにくい制
度となっている。

内外賃金格差

全職種合計を100とした場合の職種別の賃金差

生産
営業 / マー
ケティング

プロジェクト
マネジメント技術研究

データアナリ
ティクス

クリエイティブ
デザインIT人事財務経理総務

経営 /
企画全職種合計

1001009910210196101999698100100日本企業

881061131011129310510010092107100外資系企業
（日本）

10310510810310895104979998106100シンガポール

98106103102968199959793100100ドイツ

8810111110510988108939087103100米国

9510310510011797101999899104100韓国

881031079610094103989794113100フランス

9110110610810089102949486100100カナダ

891061049591939896969595100イタリア

85105989910588103969993107100英国

7310412496123106107989187115100中国(北京)
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従来の日本のメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用（職務給）の違い

（出所）マーサー社資料も参考にして作成。

職務給（ジョブ型雇用）

ジョブ型雇用（職務給）メンバーシップ型雇用

 人の出入りがある（内部労働市場と外部労働市場がシームレ
スに接続）

 機会の公平性
 会社と従業員の関係:パートナーの関係

 人の出入りは原則無い
 結果の公平性
 会社と従業員の関係:保護者と被保護者

基本的な
考え方

 等級:役割×職種
 報酬:職務別市場価値
 人事権:昇給賞与は各部門

 等級:職能
 報酬:年功、内部貢献
 人事権:昇給賞与は中央管理

人事制度

 採用:職務別採用中心
 異動:社内公募（ポスティング制度）の機会

 採用:新卒一括中心
 異動:会社主導

人事
マネジメント

 要員計画:ビジネスベース
 ジョブ定義:必要

 要員計画:既存-定年＋新卒
 ジョブ定義:必要なし人事運営

 キャリア形成は、個人の意思尊重
• 希望するキャリア実現を目的に、実績を上げる
• 社内公募・転職を活用し、従業員が望むキャリアを選択
• 自らリスキル・スキルアップする強い動機

 キャリア形成は会社主導
• 与えられた仕事を頑張る。
• キャリアはわからないが、雇用は保障
• 将来に向けたリスキル・スキルアップが生きるかどうかは、人
事異動次第

キャリア形成

 自律的なキャリア形成が構造的に促されやすい 自律的にキャリア形成が構造的に発生しにくい特徴

○ 従来の我が国のメンバーシップ型の雇用制度においては、採用は新卒一括採用中心、異動は従業員
の意向ではなく会社主導。企業から与えられた仕事を頑張るのが従業員であり、将来に向けたリ・スキリ
ングが生きるかどうかは人事異動次第。構造的な賃上げの基礎となる従業員の意思による自律的な
キャリア形成が行われにくいシステム。

○ 個々の職務に応じて必要となるスキルを設定し、スキルギャップの克服に向けて、従業員が上司と相談
をしつつ、自ら職務やリ・スキリングの内容を選択していく制度に移行する必要。
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日本企業のジョブ型雇用（職務給）の導入見込み

（注）マーサー社が、日本企業（回答企業数238社）を対象に「現在から今後３～５年の貴社の雇用の在り方として最も近いものを一つ、選択してください」と調査した結果。
（出所）マーサー社「ジョブ型雇用に関するスナップショットサーベイ」を基に作成。

○ 日本企業にアンケート調査すると、今後３～５年のうちに、管理職層を含めれば何らかの形でジョブ型
への移行を検討する状況ではあるが、ジョブ型と❝言い切っている❞企業は管理職層で15％、非管理職
層で８％にとどまっている。

日本企業のジョブ型（職務給）の導入見込み

非管理職
（総合職系）

管理職
（ノンラインマネージャー/

プロフェッショナル職）

管理職
（ラインマネージャー）

今後３～５年現在今後３～5年現在今後３～５年現在

19%48%16%41%22％43％メンバーシップ型

51%41%35%36%34％35％
どちらかといえば
メンバーシップ型

23%6%34%12%30%11％
どちらかといえば

ジョブ型

8%5%16%11%15%10％ジョブ型

100%100%100%100%100%100%計

職務給（ジョブ型雇用）
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日本企業がジョブ型雇用（職務給）を導入する理由

（出所）コーン・フェリー社資料を基に作成。

○ 日本企業が、職務給（ジョブ型）への転換を考えざるを得ない理由は、グローバル市場での競争の中
で、人材を確保するために必要と考えているところにある。

日本企業がジョブ型雇用を導入する理由

 年齢が高いだけで高い処遇を得ている社員に対して、報酬面
での適正化を図る（仕事や成果に応じた処遇への見直し）処遇の適正化

 最先端の知見を有する人材（デジタル等）など、専門性を持
つ人材が採用できる報酬の仕組みへ高度専門人材の獲得

 有するスキルと職務登用に一定の連動があるため、従来では重
要な職務に就けることができなかった若手を、適材適所の観点
から抜擢可能

若手の優秀人材の
抜擢

 従来の制度では高い処遇を得ることができなかった、若年ながら
高いポテンシャルを有する社員に相応しい処遇を与え、社外への
流出を防止

将来有望な社員の
リテンション

 日本以外の先進国では、ジョブ型雇用が一般的となっていると
ころ、国や地域を越えた全世界共通の報酬体系に向かわない
と、社内に人材を維持することが困難

グローバル化への対応

職務給（ジョブ型雇用）
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日本型の職務給（ジョブ型雇用）

○ 職務給（ジョブ型雇用）の導入にあたっては、個々の企業特性に応じた導入の在り方があり、個々の
企業に合った職務給（ジョブ型雇用）の導入方法を類型化して示すことが必要。

○ 具体的には、企業によっては、ジョブ型雇用（職務給）を一度にではなく、順次導入する。あるいは、そ
の適用に当たっても、スキルだけではなく、個々人のパフォーマンスや行動の適格性を勘案するといった導
入方法を類型化してモデルを示し、導入しやすくすることが必要。

資生堂富士通日立製作所

 2015年から管理職に導入。
 2021年から一般職に導入。

 2020年度から管理職に導入。
 2022年度から一般職に導入。

 2014年から管理職に導入。
 2020年、全職種・全階層のジョブディスクリプ

ションを作成。
 2022年７月から、全社員をジョブ型に。

順次導入

 自ら課題を定義/提案し、解決策の実
行まで責任もって取り組める

 幅広く知識/経験を吸収し、プロフェッシ
ョナルとして専門性を高める意欲がある

 社会や企業の潜在的なニーズあるいは本質
的な課題を的確に捉え、チームや関連部署
と連携しながら、課題を解決する革新技術
の研究開発を主体的に推進する役割を期
待。

 自身や他者のために正しいことを迷わず行う
 迅速に行動し、成功に向けて失敗から学ぶ
 顧客に共感し、協働してイノベーションを創出

する
 敬意を持って、積極的に発言し、他者の意見

を真摯に聞く
 自身や他者、組織の成⾧を貪欲に求める

などパフォーマンスや行動の適格性の評価を踏ま
える。

パフォーマン
スや行動の
適格性の
勘案の例

（出所）各社資料、HP等を基に作成。

職務給（ジョブ型雇用）
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米国AT&Tにおける人事制度改革とリ・スキリングの取組①

（出所）新しい資本主義実現本部事務局によるAT&T社本社（ダラス）におけるヒアリング結果を基に作成（2023年１月）。

○ 米国企業のAT&Tは、デジタル化などによる旧来事業の破壊的変化に対応して、大規模なリ・スキリン
グの取組を推進し、世界的で最も有名なモデルケースとなった。

①AT&Tの取組

○米国最大の通信事業者であったAT＆Tは、ハードからソフトへ、アナログからデジタルへ、固定回線から移動体通信（携帯電話）へ、製
品からソリューションへなど、事業環境を巡る破壊的な変化に接し、世界的に最大と言われるリ・スキリングプロジェクトを2013年から実施
（「Workforce2020」）。

○具体的には、2017年から累計で830万時間と9億4,400万ドル(1,200億円)を投資。現在も、年間１万人以上の社員がリ・スキリン
グを受ける。

②職務（ジョブ）の整理・統合（コンソリデーション）

○リ・スキリングの取組にあたっては、職務（ジョブ）の役割を整理することが必要。将来の職務像を定義することによって初めて、リ・スキリング
のために必要となる、労働者の現在のスキルと当該職務に必要となるスキルの差（スキルギャップ）や昇進ルールを示すことができる。

○リ・スキリングを開始する2013年以前は、職務記述書（ジョブ・ディスクリプション）の内容は、各個人毎でバラバラだった。このため、労
働者が他の職務に昇進するためにどのようなスキルが必要となるかを比較・検討することができなかった。このため、類似の業務を行う労働
者について、共通するスキルを括りだして、スキルやジョブ同士の関係を整理・統合（コンソリデーション）した。それと会社の事業変革の
方向性を照らし合わせることで、ジョブを再整理（250類型→80類型）し、労働者にとって将来必要となるであろうスキル（フュー
チャー・レディ・スキル）を示した。

○リ・スキリングの内容も、この再整理されたジョブの将来像（フューチャー・レディ・スキル）に従って決定されており、社内昇進の基準にも、
社外の外部労働市場から人材を募集する際の手段としても用いられている。社外労働市場から経験者採用を行う場合には、社外に当
該ジョブに必要とされるスキルを社内同様に公開している。

職務給（ジョブ型雇用）
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米国AT&Tにおける人事制度改革とリ・スキリングの取組②
③経営陣のコミットメント

○リ・スキリングは、終わりのない取組。継続的な学びの文化を作ることに経営陣のコミットメントが必要。

○なお、リ・スキリングを通じて労働者が得られるスキルは、社内昇進（内部労働市場）だけでなく、外部労働市場でも通用。このため、自社から
他社に労働者が転職することも起こり得る。ただし、AT&Tではリ・スキリング強化による離職率の上昇は見られていない。他方で、リ・スキリン
グプログラムの選択肢を充実することで、（給与面で他企業に劣後していても）自分を育てる機会を得られるとして、外部労働市場から人
材を惹きつけ、優秀な人材の採用を実現できた。

④リ・スキリングの内容

○リ・スキリングの内容については、それを修了した労働者が活躍の機会を得られることを経営陣として示さなければならない。各ポストの将来
の必要数や将来像を労働者に示し（銅線技術職はどの程度減少し、光ファイバー技術職はどの程度増加するかなど）、リ・スキリングへ
のモチベーションを与える。リ・スキリングするかどうかや、学ぶ分野などは、上司と相談した上で、労働者自身が決定する。社内で希望するポ
ストの関係者とコミュニケーションする仕組みや、上司によるサポート、労働者への情報提供などを通じて支援する。

○今後事業拡大が見込まれるデータサイエンスやソリューション事業分野では、スキルの取得はOff-JTが中心。大学院やオンライン研修等の
外部機関と連携した教育も重視。過去５年間で１万人の労働者が外部機関が学習する際の学費の支援を実施（年平均1500万
ドル（約19億5千万円））。労働者はこれらの機会を活用し、コンピューターサイエンスやMBAなどの修士号を取得。

○近年ではミニ学位（Nano Degree:「履修単位毎」に、その科目のスキルを修了していることについて大学やオンライン研修企業が証明を付与し、修了生の履歴書に記

載可能とする仕組み）を取得する者も増加。

○内部研修も外部機関での学位取得も、いずれもその労働者のスキルの証明書の発行が重要。その証明書は、外部機関に発行させ、
他社においても有効性を確保することが大切。

職務給（ジョブ型雇用）

（出所）新しい資本主義実現本部事務局によるAT&T社本社（ダラス）におけるヒアリング結果を基に作成（2023年１月）。
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デンマークのフレキシキュリティ①

○ デンマークなどでは労働市場の柔軟性（フレキシビリティ）と安全性（セキュリティ）を兼ね備えた雇用
戦略として「フレキシキュリティ」が唱えられている。

①フレキシキュリティの３つの柱

○デンマークのフレキシキュリティには３つの柱が存在。

①労働者が雇用主を変更することが容易な柔軟性（フレキシビリティ）。雇用の移行が短期間に行われる。②安全性（セキュリティ）。
手厚い失業給付（手厚過ぎ、失業率が高くなるとして、見直しも行われている）が存在。③労働者がキャリアを通じて一貫してリ・スキ リ
ングに参加する生涯学習の伝統。毎年４割の労働者がリ・スキリングに参加（製造業）。

○これらにより、労働者のスキルセットは常に更新され、雇用の柔軟性、生産性の向上を実現。

②リ・スキリングの内容

○デンマークでは企業が従業員をリ・スキリングに派遣すると賃金補助が行われる仕組みがある（リ・スキリングに出す企業の限界費用が小さ
い）。

○デンマークではリ・スキリングの７割が在職者によって行われており、そこでは修了証書を得ることができる。修了証書により、労働者のキャリ
ア全体を通じ、自身の取得スキルをどの業種・企業にも客観的に証明可能。企業内の昇進にも修了証書が重要な役割を果たす。

○賃金上昇に向けてジョブ・ラダーを上がるためにはリ・スキリングを受講することが必要。職務とスキルを結びつけると、それが内部及び外部労
働市場形成の基盤となり、各職務で重要なスキルやその適用の方法がわかるようになる（企業間の労働移動も容易になる）。

○企業間の労働移動のためには、業種を問わず適用可能な一般的なリ・スキリングが有効（認定コース（基礎的学習）など）。また、
溶接工の仕事は失われたとしても、溶接ロボットを使えるようにするなど、テクノロジーを活用できるようにリ・スキリングする。

○特定の部門に経済を誘導することも可能であり、デンマークでは、IT部門に向けた補助金がある。

リ・スキリング

（出所）シカゴ大学ビジネススクールのAnders Humlum教授（労働経済学者、デンマーク人）の研究論文及び新しい資本主義実現本部事務局との意見交換等を基に作成 20



デンマークのフレキシキュリティ②リ・スキリング

③デンマークの変化とケースワーカーの役割

○デンマークでは賃金設定には産業別の労働組合が大きな役割を果たしてきた（近年では、賃金設定は分散化しつつあり、個々の企業の
賃金設定のウエイトが増してきている）。他方、リ・スキリングについては、政府がイニシアティブをとって、企業の情報を集めてリ・スキリング
の方向性をアナウンスする。

○すなわち、政府が失業率や賃金上昇率、求人といった客観的な指標を用いて、各職業の見通しを半年ごとに明示。ケースワーカーはこれ
を参考に、良い職業に移動するように指導する。ケースワーカーの経歴は様々だが、IT技術を有し、指導についてのリ・スキリングを受けた者
が選ばれる。

○デンマークでは1990年代頃までは手厚い失業給付により失業率が10%程度に高止まり。このため、1990年代から2000年代の初め
にかけて改革を実施。失業給付を受けるにはケースワーカーとの面談を行わなければならず、リ・スキリングや求職の実施を義務付け。その
結果、失業率が5-6％程度にまで劇的に低下。ケースワーカーは、失業の⾧期化を防止し、政府支出の節約にも貢献する。

（出所）シカゴ大学ビジネススクールのAnders Humlum教授（労働経済学者、デンマーク人）の研究論文及び新しい資本主義実現本部事務局との意見交換等を基に作成 21
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Anders Humlum, and Jakob R. Munch and Mette Rasmussen. 2019. "Globalization, Flexicurity and Adult Vocational Training in Denmar
In Making GIobalization MoreInclusive, WTO)

k

リ・スキリング
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リ・スキリング参加者の日・デンマーク比較

（注）デンマークのリ・スキリングのスキルレベルは、低 - 「高校以下」、中 - 「職業教育」、高 - 「高等教育」と定義。
日本は、公共職業訓練（在職者向け、離職者向け）、求職者支援訓練を合わせたもの。日本の「年齢」は、都道府県が実施する在職者向け公共職業訓練の年齢別のデ
ータがないため、それを除いた値。日本のスキルレベルは、基礎 -「都道府県による在職者向け公共職業訓練と離職者向け公共職業訓練、求職者支援訓練」、専門 -
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による在職者向け公共職業訓練」と定義。

（出所）厚労省資料、Anders Humlum, and Jakob R. Munch and Mette Rasmussen. 2019. ”Globalization, Flexicurity and Adult Vocational Training 
in Denmark”In Making Globalization More Inclusive, (WTO)等を基に作成。

○ デンマークのリ・スキリングは、受講者の７割が在職者だが、日本は在職者は４割。

○ 我が国では、就職をすると、学び直し慣行が薄くなる。労働者の生活安定性（セキュリティ）を維持し
たままで、リ・スキリングを進めるためにも、我が国においても在職期間中のリ・スキリングの強化が必要。

日本とデンマークのリ・スキリングの参加者属性

リ・スキリング

日本（2021年度）デンマーク（2010年）

211,812人421,994人参加者

在職者平均16時間
失業者平均６ヶ月間平均７日間期間

平均38歳平均40歳年齢

男性57％
女性43％

男性64.5％
女性35.5％性別

基礎:74％
専門:26％

低 33％
中 56％
高 11％

スキルレベル

在職者 44%
失業者 56%

被雇用者（在職者） 67%
自営業者 4%
失業者 24%

非就業者/ 不明 5%

労働市場における
属性
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離職中の生活支援
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論点

• 労働市場改革を進め、持続的に賃金が上がる構造を作り上げることが不可避ではないか。そのため、リ・スキリングによる能力向上支援、
日本型の職務給の確立、成長分野への円滑な労働移動を進める、という三位一体の改革を、働く人の立場に立って進めることが必要で
はないか。

• 日本企業は、平均的には獲得したスキルに応じた賃金差が小さく、スキルの高い人材が報われにくい制度となっている。日本企業と海外
企業の間に同じ職務であるにも関わらず、著しい賃金差が存在することに鑑みれば、これらの賃金格差解消が必要ではないか。

• 「新卒一括採用」「会社主導の異動」「従業員は企業から仕事を与えられるもの」「リ・スキリングが生きるかどうかは人事異動次第」といっ
た伝統的な日本の制度を見直し、個々の職務に応じて必要となるスキルを設定し、現在のスキルとのスキルギャップの克服に向けて、従
業員が上司と相談しつつ、自ら職務やリ・スキリングの内容を選択していく制度に移行する必要があるのではないか。これにより、併せて、
社外から経験者採用を行う門戸を開き、内部労働市場の創設と外部労働市場とのシームレスな接続が可能になるのではないか。

• 国の学び直し支援策について、企業経由が中心となっている在職者支援を、自律的なキャリア形成を促すため、個人への直接支援中心
に組み直す必要があるのではないか。他方で、事業環境の変化の下で、従業員のリ・スキリングは、企業経営側の責務であることの再
確認が必要ではないか。

• 労働者の生活安定性（セキュリティ）を維持しつつ、リ・スキリングを進めるため、海外と同様、我が国についても在職期間中のリ・スキリ
ングの強化が必要ではないか。

• ６月の指針においては、個々の企業の実情に合った職務給（ジョブ型雇用）の導入方法を類型化する必要があるのではないか。例えば、
ジョブ型雇用（職務給）を一度にではなく、順次導入する。あるいは、スキルだけではなく、個々人のパフォーマンスや行動の適格性を勘
案するといった導入方法も、バリエーションとして示すことに意味があるのではないか。

• 日本には国家資格としてキャリアコンサルタントがあるが、求人・求職・キャリアアップに関する労働市場の情報を共有しているわけでは
ないので、ハローワークや民間人材会社が有する求人・転職に関する基礎的情報を共有し、コンサルティングがしやすい環境を整備す
べきではないか。また、構造的賃上げを進めるためには、官のハローワークにおいても、コンサルティング機能の強化が必要ではないか。

• 労働移動に挑戦できる環境作りの視点に立つと、自己都合で離職する場合と会社都合で離職する場合の保護の差をどのようにするか、
検討が必要ではないか。

• 非正規労働者の賃金を上げていくためには、同一労働同一賃金制の徹底した施行が必要であり、本年３月から本格実施される労働基
準監督署による調査の効果を見て、その後の進め方を検討すべきではないか。
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（1）自己紹介

（2）デジタル社会の実現に向けた重点計画と規制改革

（3）リ・スキリングに関する動向

（4）デジタル人材の育成・機能の抜本強化

（5）暗号資産関連税制について

（6）WEB3.0をめぐる動き

（7）未来のデジタル人材の確保と育成



 23区の人材育成能力も活用しなければ、産業界の需要も踏まえた大幅な
量的拡充を図ることは困難。

 情報系大学院（修士）の定員の約23％を23区内の大学が有する。
大学院を持つ大学では学部段階でも高い研究力を生かした、
質の高いデジタル人材育成が期待できる。 28

情報系学部の
入学定員

左記のうち
理工系学部卒

情報処理・通信
技術者の
就業者数

21,62913,28333,302学部
6,7266,2568,251修士
1,149200269博士

① デジタル等の成⾧分野についてどの程度の質の人材がどれくらい必要か

人件費

(文部科学省「学校基本統計（令和３年度版）」より文部科学省にて作成)

-------------

-------

トップクラス育成
100人程度/年

2,000人/年

25万人/年
（高校の一部、高専・大学の50％）

50万人/年
（大学・高専卒業者全員）

100万人/年
（高校卒業者、小中学生全員）

 ＩＴ人材需給に関する試算では、人材のスキル転換が停滞した場合、
2030年には先端ＩＴ人材が54.5万人不足すると見込まれる（※１）。
また、日本経済団体連合会のアンケート結果に基づく文部科学省の試算で
は、2024年度までに加盟企業全体で約24万人のデジタル人材が不足する
など、今後大きな雇用拡大が見込まれる。
特に 学部段階の理工系情報分野の人材は産業界からの需要が非常に
高く、需給ギャップが発生。

デジタル人材確保に向けた各社の動き（予定）
・日立製作所:2024年度までに10,000人追加雇用（現在29,000人） ・NEC:2025年度までに5,000人追加雇用（現在5,000人）
・旭化成:2024年度までに2,250人追加雇用（現在250人）

 業務上求められる専門性と学生の専攻分野との隔たりは、情報処理・通信系が全産業中で最大であり、ギャップ解消には高度デジタル人材の
育成について毎年少なくとも約1.2万人の増加が必要(※２)。そこで学部段階の定員増と大学院の体制強化を一体的に進めていく必要がある。

② その人材育成はなぜ23区内でなければならないのか

合計私立大学国立大学情報系
学部・
研究科

全国に占
める割合入学定員全国に占

める割合
入学
定員

全国に占
める割合

入学
定員

10.7%2,31913.9%2,0834.8%236学部
22.7%1,52429.7%61122.0%913修士

学部段階の増強により層が
厚くなり、大学院段階の高度
人材の育成も質量ともに加速

※２ 現在の就業者数をベースに、情報処理・通信技術者の少なくとも7割を、情報分野に関して専門性の高い学修をした情報分野専攻者で構成する際の定員として算出。

(文部科学省「学校基本統計（令和３年度版）」より文部科学省にて作成)

※１:経済産業省委託調査「ＩＴ人材需給に関する調査（みずほ情報総研株式会社）」（2019年３月）より

23区内におけるデジタル人材育成に係る論点

日本経済団体連合会

デジタル人材育成・確保における調査

2021年におけるアンケート調査によれば、
3年後（2024年）のデジタル人材
不足数は約3万人

文科省における推計試算
経団連全社ベースでの
仮試算不足数

約24万人※

※ 文科省において経団連との意見交換
及び公開情報を踏まえて試算した値

新経済連盟
デジタル人材に関する海外との比較
デジタル人材の供給の国際比較（民間調査）によれば、
供給数はインド、中国が圧倒的で日本の規模は少ない。

中国インド日本

エンジニア118万人、
サイエンス25.6万人

55万人3.4万人

出所:第1回デジタル社会構想会議資料
4-8三木谷構成員提出資料を基に
作成（2021年９月28日）

産業界におけるデジタル人材需給に関する試算・データ
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 収入の3/4以上が学生からの納付金である私立大学において、既存学部のスクラップは収入の大幅な減少をもたらすため、
ビルドよりも前か同時にスクラップする形での学部転換には経営への影響が大きく、迅速な経営判断が期待し難い。

 学部等の廃止は教員の雇用問題に直結し、スクラップアンドビルドによる組織再編には数年単位での構想・計画を要するた
め、情報系学部等の迅速な新設・定員増は困難。

 教育未来創造会議第一次提言（令和4年5月）では、デジタル人材等の深刻な不足を踏まえ、デジタル等の成⾧分野へ
の大学等再編の促進を速やかに実行するよう求められているが、23区内の大学においては、成⾧分野への学部再編等の
支援事業の効果が半減するおそれがある。

私立大学の収入の
3/4以上は学生納付金

私立大学の支出の
1/2強は人件費

スクラップアンドビルドによる大学改革に係る、
大学からの声

• 私立大学の経営上、スクラップに伴う収入の大幅な減少を見越し
たうえでのビルドは困難であり、中期計画単位での時間が必要。

• 既存学部の閉鎖・縮小プロセスが必要となると、時代と逆行する
スピード感が強いられる。

• 既存学部等の廃止ではなく定員減で対応する場合、教員数の減少
による教育の質の低下が懸念される。

• 23区規制の導入により、スクラップを伴わないビルドが原則不可と
なったことから、学内における改革機運が低下している。

成⾧分野への学部再編等の支援事業と
スクラップアンドビルドの関係

• 令和4年度第2次補正予算において成⾧分野をけん引する大学・
高専の機能強化に向けた基金による継続的支援（3,002億円）を
創設。

• 当該事業では学部の転換だけでなく学部の新設や情報系学部の定員
増加も支援対象とし、迅速な組織再編の実現が図られているが、23区
内の大学は厳密なスクラップアンドビルドによる組織再編しか認められて
いないため、当該事業による支援の効果が半減するおそれがある。

※ 出典:日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（令和３年度版）」
※ 事業活動収支計算書（608校）の集計
※ 単位未満四捨五入の関係で、パーセント及び合計が一致しない場合がある。
※事業活動収入とは、学生生徒等納付金、寄付金、補助金等の学校法人の負債とならない収入のことで、借入金等は含まない。
事業活動支出とは、人件費、教育研究経費等の支出（減価償却額、退職給与引当金繰入額等現金支出を伴わないものを含む）。

76.8%
2.6%

10.8%

2.0% 2.5%
1.2% 1.4% 2.7%

事業活動収入

学生生徒等納付金 手数料 補助金
寄附金 付随事業収入 教育活動外収入
特別収入 雑収入

学生生徒等納付金

52.7%39.2%

6.6% 1.5%

事業活動支出

人件費 教育研究経費

管理経費 その他の支出

人件費
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23区内におけるデジタル人材育成に係る論点
③ その人材育成はなぜスクラップアンドビルドでは対応できないのか



文部科学省における地方でのデジタル人材育成の抜本的な強化

私立・公立の大学が、学部再編等によって
情報系学部・学科を設置したい場合
➡検討・準備段階から完成年度まで、
必要な経費を3002億円の基金から支援

各地で不足するデジタル人材を
輩出する機関が各地に誕生

情報系学部・研究科の
機能強化を支援

情報系学部・学科の
拡充を支援

データサイエンス学部情報工学科情報システム学部

定員増加定員増加

➡全国９ブロックで大学と企業が
連携し、企業が教員を派遣しやす
い環境を整備するとともに、ブロック
毎に企業から教員として、数理・デ
ータサイエンス・AI教育を教える
社員等を派遣するなど、産と学が
一体となって、デジタル人材を養成

各地で不足する教え手を確保

ブロック単位での
教員確保

➡遠隔授業等の単位数上限等を
対象とした特例制度の創設

➡学部設置に要する教員数の算定
基準を見直し

地方大における大学間連携等の
先導的な取組や教員確保を促進

国公私立大学が、既存の情報系学部・研究
科の体制を強化したい場合
➡必要な経費を3002億円の基金から支援
➡大学院において高度情報専門人材を育成

する国立大学の学部についても、臨時的な
定員増を特例的に認める仕組みを検討

高度専門情報人材を
輩出する体制が各地で増強

産学官連携
地方産業×地方大学×地方自治体

文科省・経産省は取組を支援

育成・定着

各種規制を緩和

30

Ⅱ

➡地域の産学官連携によってコンソー
シアムを設立し、地域のデジタル人材
ニーズの把握や育成手法を開発

各地で活躍するデジタル人材を
育成



 初等中等教育における情報教育の裾野の拡大、産業界における人材ニーズの拡大とともに、大学進学希望者の
情報系学部・学科への需要も拡大し、この10年間でも志望者が大幅に増加。

 近年、私立大学の情報系学部・学科の定員は増加傾向にあるが、志望者増には追い付かず、 情報系学部・学
科の需給バランスに不均衡が生じている。

※ 出典:みんなのコード「国内の大学における情報系学部
・学科の実態調査」2022年6月公表

• 情報系学部・学科の志願倍率は過去10年
間で顕著に増加
（国公立大学で2.49倍→3.34倍）

• 私立大学の情報系学部・学科定員は増加
加傾向だが志願者の伸びはそれを凌ぐペース

情報系学部・学科の需給バランスに不均衡が
発生
※ 女子の情報系学部・学科の志願者数は、他の理工系と
同様に現状では少ないが、今後、ジェンダーキャップの解消に
より更にニーズが高まる可能性

入学定員充
足率増減

入学者
数増減

R4入学者
数

R3入学者
数

志願者数
増減

R4志願者
数

R3志願者
数

入学定員
増減

R4入学定
員

R3入学定
員

学部名

-7.58%-72人1165人1237人+5910人35040人29130人+10人1100人1090人情報科学部

情報系学部・学科とその他の学部・学科の志願倍率の比較

情報科学部の志願者・入学者動向

※ 出典:「令和4年度私立大学・短期大学等入学志願動向」

※ 以下のデータは学部名称が「情報科学部」である４大学・学部に基づく

情報系学部に対する大学進学希望者からの需要
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事業内容

背景・課題

デジタル・グリーン等の成⾧分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学・高専が成⾧分野への学部転換等の改革に
予見可能性をもって踏み切れるよう、新たに基金を創設し、機動的かつ継続的な支援を行う。

① 学部再編等による特定成⾧分野（デジタル・グリーン等）への転換等支援

3,002億円令和4年度第2次補正予算額

• デジタル化の加速度的な進展や脱炭素の世界的な潮流は、これまでの産業構造を抜本的
に変革するだけではなく、労働需要の在り方にも根源的な変化をもたらすと予想される。

• 一方、日本では大学で理工系を専攻する学生がOECD平均より低いうえに、OECD諸国
の多くが理工系学部の学生数を増やしているなか、日本ではほとんど変わっていない。

文部科学省

(独)大学改革支援・学位授与機構
（NIAD-QE）

大学・高専

助成金交付

【事業スキーム（案）】

基金造成

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
（令和４年10月28日閣議決定）

第２章 経済再生に向けた具体的施策
Ⅲ 新しい資本主義の加速

１．「人への投資」の抜本強化と成⾧分野への労働移
動:構造的賃上げに向けた一体改革

（１）人への投資の強化と労働移動の円滑化
学校教育段階から社会で活躍し評価される人材を育

成していくため、成⾧分野への大学・高専の学部再編等
促進（※）、（略）等を進めていく。
※ デジタル・グリーン等の成⾧分野への再編計画等を

令和14年度までに区切って集中的に受け付け、
大学・高専の迅速な学部再編等を促進する。

・ 成⾧分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた
基金による継続的支援策の創設（文部科学省）

支援内容:学部再編等に必要な経費（検討・準備段階から完成年度まで）

支援対象:私立・公立の大学

② 高度情報専門人材の確保に向けた機能強化支援

支援内容:情報科学系学部・研究科を有する大学の体制強化に必要な経費

高等専門学校における情報系学科・コースの新設・拡充に必要な経費

支援対象:国公私立の大学（大学院を含む）・ 高専

成⾧分野をけん引する大学・高専の機能強化に
向けた基金による継続的支援

※ 理系学部の学位取得者割合
【国際比較】 日本 35%、仏 31％、米 38％、韓 42％、独 42％、英 45％
【国内比較】 国立大学 57%、公立大学 43%、 私立大学 29%
（注）「理・工・農・医・歯・薬・保健」及びこれらの学際的なものについて「その他」区分のうち推計

• デジタル化、脱炭素化等のメガトレンドを踏まえた教育・人材育成における「成⾧と分配の
好循環」を実現するため、高度専門人材の育成を担う大学・高専が予見可能性をもって
大胆な組織再編に取り組める安定的な支援が必要。

※ 大学学部段階における理工系への入学者割合 日本17%、OECD平均 27％
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Ⅱの参考資料



目的：成⾧分野の国際競争力を支えるデジタル人材の産学官連携による育成
◆ 産学官連携による大学・高専のデジタル人材育成機能の強化

・大学・高専の学部・学科の増設等の促進（初期投資と開設年度からの継続的な運営への支援等）
・トップ大学による新たな時代をけん引するトップレベルのデジタル人材育成の支援 等

◆ 地域ごとの人材ニーズの把握・検討・産業育成の促進
・各地域におけるデジタル人材のニーズの把握・検討と産業育成に向けた地域コンソーシアムの設立
・最先端の教育研究を行うための実務家教員の供給体制の地域ごとの確立 等

と 大学・高等専門学校 産 業 界

デ ジ タ ル 人 材 育 成 推 進 協 議 会

地 方 公 共 団 体

【数理データサイエンスAI教育強化拠点コンソーシアム（９ブロック）】

文科省事業 経産省事業

各ブロックの拠点校を中心に
モデルコアカリキュラムを踏ま
えた教材等の開発等を実施

文部科学省 経済産業省

【地域におけるDX推進の取り組み】（＊経済産業局が適宜サポート）

（例）地域のデジタル産業推進拠点
・半導体コンソーシアム（九州・東北・中国）、蓄電池コンソーシアム（関西）

（例）地域のDX推進拠点
・地方版IoT推進ラボ（106箇所）・地域DX推進コミュニティ（27箇所）等

連携
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デジタル人材育成の育成体制 Ⅱの参考資料



 デジタル人材育成を抜本的に強化するため、下記の施策を総合的に講ずることとしたい。
（１）学部の組織再編等によりデジタル分野への転換を行う大学を、

基金により機動的・継続的に支援
（２）大学院において高度情報専門人材を育成する国立大学の学部について、

臨時的な定員増を特例的に認める仕組みを検討
（３）全国9ブロックで大学と企業が連携し、地域企業から教員を派遣しやすい環境を整備して、

デジタル人材育成のための教員を供給
（４）地域の産官学連携によってコンソーシアムを設立し、地域のデジタル人材ニーズの把握や

育成手法を開発することで各地で活躍するデジタル人材を育成
（５）遠隔授業や大学間連携の単位数上限等を対象とした、規制を緩和する特例制度の創設

や学部設置に要する教員数の算定を見直し（複数の大学・学部における算入を許容）
（６）23区定員増抑制規定に関する限定的な例外措置の検討

デジタル人材の育成機能の抜本的な強化に向けた対応策（文部科学省案）

全国知事会とも連携して審査
を行い、対象プログラムを認定

① 産業界からニーズ提示のある高度なデジタル人材を育成する
情報系学部・学科の収容定員増であること

② 収容定員増は、一定期間後に増加前に戻すことを前提とした
臨時的な定員増に限ること

③ 学生が東京圏（一都三県）外の地方企業等における
インターンシップや研修等に一定期間参加するなど
地方における就職促進策を組み込んだプログラムであること
➡ 23区内の大学と道府県等との連携により、

地方への人材の流動性を高める取組を促進 34

Ⅲ



（1）自己紹介

（2）デジタル社会の実現に向けた重点計画と規制改革

（3）リ・スキリングに関する動向

（4）デジタル人材の育成・機能の抜本強化

（5）暗号資産関連税制について

（6）WEB3.0をめぐる動き

（7）未来のデジタル人材の確保と育成



背景:

有力企業の海外流出

 企業における暗号資産の保有目的は多様化
 自社発行トークンを保有するWeb3.0関連スタート
アップも

しかし現状の取扱いは…

保有目的にかかわらず、
一律で期末時価評価課税の

対象

投資の障害

担税力なく税負担

自社発行トークンも
期末時価評価課税の対象
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税法/会計基準の海外とのルール比較

■海外との比較で時価評価は不利に働いている
■会計基準も税法と共に改正が必要

有価証券暗号資産
（日本）取得原価評価（短期
売買目的除く）

（海外）主に取得原価評価

（日本）保有目的に関わら
ず時価評価

（海外）主に取得原価評価

税法

（日本）原則時価評価

（海外）原則時価評価

（日本）保有目的に関わら
ず時価評価
※自社発行トークンは規定なし

（海外）主に取得原価評価
（短期売買目的除く）

会計
基準

日本は税法/会計基準共に
保有目的に関わらず時価評価
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有価証券暗号資産



【大綱の概要】

法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計上するものの範囲から、次の要件に該当す

る暗号資産を除外する。

イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。

ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われているものであること。

（イ）他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。

（ロ）一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。

【現状及び問題点】

○ 内国法人が有する暗号資産（活発な市場が存在するもの）については、税務上、期末に時価評価し、評価損益（キャッシュフローを

伴わない未実現の損益）は、課税の対象とされている。

○ こうした取扱いは、キャッシュフローを伴う実現利益がない（＝担税力がない）中で継続して保有される暗号資産についても課

税を求めるものであり、国内においてブロックチェーン技術を活用した起業や事業開発を阻害する要因として指摘されている。

◆ 暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し 〔金融庁主担、経済産業省が共同要望〕

暗号資産の発行法人
（Web3関連のスタートアップ企業など）

【現状】時価評価（マーケット価格による評価）による課税

※ 多額の納税により発行法人の手元資金が枯渇し、事業継続が事実上不可能との声。

事業成長のために自己保有 資金調達のために第三者に売却

暗号資産
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【現状】時価評価（マーケット価格による評価）による課税

⇒自己保有の暗号資産のうち、上記概要の要件を満たすものは、時価評価による課税の対象外とする。



（1）自己紹介

（2）デジタル社会の実現に向けた重点計画と規制改革

（3）リ・スキリングに関する動向

（4）デジタル人材の育成・機能の抜本強化

（5）暗号資産関連税制について

（6）WEB3.0をめぐる動き

（7）未来のデジタル人材の確保と育成



自民党 web3プロジェクトチーム 中間提言 要旨

「疾風に勁草を知る」

• web3の熱狂とも言える時代は、2022年の中頃に転換点を迎え、暗号資産価格やNFT取引価格が低迷している

• 大手暗号交換業者の破綻などを踏まえ、各国で規制強化に向けた議論が勢いを増すことも予想される
• 投資意欲の減退やプロジェクトの中止や停滞など、web3ビジネスの発展を遅らせるおそれは否定できない

「クリプトウインター」と呼ばれるweb3の世界的な冬の時代

逆風を迎える今こそ、web3の真価を問い直し、新たな革新の芽を育む好機でもある

【わが国】【技術革新】
暗号資産業界の苦難を幾度も目の当たりにしてきた中核技術であるブロックチェーンの

からこそ、国際競争力のある事業環境の整備を特性を活かしたユースケースの急速な拡大

• 諸外国に先んじて仮想通貨交換業の登録制度や保全
制度を整えてきたため破綻事案で影響が限定的

• 政府はweb3政策を国家戦略として推進する方針
• 2023年G7サミットなどを通じ国際的な規制論議において

リーダーシップを発揮するチャンス

• デジタル資産・権利の「トークン」化による流通
• 取引のクロスボーダー化と迅速化
• 可視的で分散的なガバナンスの構築
• 非経済活動への柔軟なインセンティブ設計

ブロックチェーン技術が10年後、20年後にどのように使われているか正確に予想することは不可能。しかし、

ブロックチェーン技術のもたらす変革の波に乗り遅れることは、我が国の経済成長の大きなリスク要因となる。
web3の将来性から目を離さず、日本が「責任あるイノベーション」の世界的なハブとなることを目指す。

国内のweb3イノベーションの制約要因と指摘されている法・税・会計などの諸問題を早急に解決を目指すべく、
特に重要な以下のテーマについて方向性を示し、2023年春をめどにホワイトペーパーとして提言をまとめることを目指す。

その
他論点

NFTﾋﾞｼﾞﾈｽ

賭博該当性
ステーブル

コイン
無許諾NFTDAO法制

トークン
審査体制

発行企業
会計監査

トークン
税制 40



トークンによ
る資金調達
を妨げない
税制改正

令和5年度税制改正において、発行した法人が継続
保有するトークンを法人税の期末時価評価課税の対
象から除外する旨の措置を講ずるとの方針が示され
た。一方で、日本国内の投資家からのトークン投資
を促進する上で、他社発行の保有トークンに対する
課税等の課題が残存している。

スタートアップ支援を含むweb3ビジネスのエコシステムの発展を
支援する観点から、他社発行トークンを保有する場合、そのうち
短期売買目的でないトークンを期末時価評価課税の対象から除
外し、取得原価で評価する措置を速やかに講じるべき。

企業会計基準委員会が2022年3月に公表した会計処理の論点整
理に基づいた会計処理・会計基準の整備、ガイドラインの策定等
を早急に進めるべき。また、日本公認会計士協会・関係省庁が連
携して、web3関連企業、暗号資産に係る業界団体に対する勉強
会を設置し、必要なガイドラインの策定等の取組みを進めることが
期待される。

暗号資産取引に関する損益は、暗号資産同士を交換したタイミン
グでは課税せず、保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点
でまとめて課税対象とすることが検討されるべき。

近時、web3ビジネス監査の受嘱事例が散見される
が、依然として、web3関連企業に関する会計・監査
の体制整備の遅れや、会計監査を受けられない状
況が存在する。

テーマ

個人が保有
する暗号資
産に対する
所得課税の

見直し
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暗号資産取引から生じた所得は雑所得（最高税率
55％）で課税されるなど、諸外国に比べて厳しい税制
による納税者の海外流出が増加との指摘がある。

暗号資産発
行企業等の
会計監査の
機会確保

暗号資産同士の交換は暗号資産の譲渡として当該
譲渡に係る損益に対して所得税が課されるところ、暗
号資産同士の交換時には法定通貨を取得することは
ないため、納税者による税務申告促進の妨げになっ
ている。

暗号資産の取引に係る損益を申告分離課税の対象とすること、
暗号資産に係る損失の所得金額からの繰越控除（翌年以降3年
間）を認めること、暗号資産デリバティブ取引も同様に申告分離
課税の対象にすることが検討されるべき。

問題の所在 提言

自民党 web3プロジェクトチーム 中間提言 要旨



LLC型DAO
に関する特
別法の制定

地方創生、社会課題の解決、コミュニティ運営等、国
内におけるDAOの活用事例やDAOの活用を検討す
る事例は増加しているが、DAOの構成員の有限責任
を確保し、かつ、機動的なDAOの設立・運営に適した
明文化された法人・組合形態が存在しない。

DAOの実態と比較的親和性が高い合同会社をベースに、LLC型
のDAOに関する特別法を制定し、会社法上の合同会社の規律及
び金融商品取引法上の社員権トークンに関する規律を一部変更
して適用することが有力な選択肢と考えられる。早急な法制化を
目指す観点からは、議員立法による法制化も検討されるべき。

外貨建てのパーミッションレス型ステーブルコイン： ステーブルコイ
ンの流通促進と利用者保護やAML/CFTへの配慮の両立を図る観
点から、規制当局・事業者側が協議の上、決済実務が阻害されな
いような合理的な規制の在り方を検討すべき。

問題の所在 提言テーマ

パーミッショ
ンレス型ステ
ーブルコイン
の流通促進
のための措

置

42

web3、デジタルアセット取引及びメタバースなどの産
業振興を図るためには、「パーミッションレス型」のス
テーブルコインを安全かつ自由に利用できる環境を
整えることが必要である。2022年6月の資金決済法
改正によりステーブルコインの仲介が可能となったが
、パーミッションレス型ステーブルコインに対する規制
の重要部分は現在検討中である。

円建てのパーミッションレス型ステーブルコイン： 発行・流通を促進
するため、円建てステーブルコインのビジネスモデルの検討及 び規
制法上の論点の整理・解決を早急に進めることが求められる。

JVCEAにお
けるトークン
審査体制の

強化

国内で流通済みのトークンに対する審査期間は大
きく短縮する傾向にあるが、依然として、国外でのみ
流通しているトークンの新規取扱いは増えておらず、
IEO審査も長期間を要する傾向にある。また、昨今の
トークン発行主体の破綻事案に鑑み、トークン審査時
の留保条件等の開示の十分性についても更なる検
討の余地がある。

金融庁の協力のもと、トークンの状況に応じた形で、トークン審査
事項の具体化・可視化を進めるべき。

金融庁の協力のもと、十分な能力・知見を有する審査人員の補強
等、必要な審査リソースの強化が望まれる。JVCEAに求められる
役割と責任の重要性に見合った組織運営の透明性向上やガバナ
ンス体制の強化についても取組みの継続・促進が期待される。

自民党 web3プロジェクトチーム 中間提言 要旨



政府は、省庁や民間が主導する取組み（経済産業省による海外プ
ラットフォームへの申入れの実験、JCBIにおけるコンテンツに係る
権利情報の記録等）に協力・奨励してきくべき。また、NFTの取引
プラットフォーマーにおける無許諾NFTについては、公的かつ業界
を挙げた申入れが効果的であり、継続性をもって実施することが必
要である。

海外を中心として無許諾NFTの発行・販売事例が多
くみられるなど、無許諾NFTの流通により、消費者被
害の発生・拡大が懸念される状況にある。一方で、無
許諾NFTについて、個々の権利者による対応や、消
費者への普及・啓発には一定の限界がある。

テーマ

無許諾NFT
への対策と
消費者保護
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NFTビジネ
スの賭博該
当性を巡る
解釈及び

二次流通か
らの収益還
元方法等の

整理

2022年9月にスポーツエコシステム推進協議会が
NFTガイドラインを公表したが、依然として、国内のス
ポーツ団体や事業者は賭博該当性を懸念し、NFTを
活用したファンタジースポーツのサービス提供に慎重
となっている。

官民が連携して、NFTを用いたファンタジースポーツのサービス類
型の適法性に関する整理・ガイドラインの策定等や、日本での
NFTを活用したファンタジースポーツ市場の持続的な発展のため、
ユーザーの参加料から賞金を提供するビジネスモデルの実現可能
性に関する検討を進めるべき。

国内スポーツ団体による選手の肖像等の利用に関す
るライセンス付与が賭博罪の幇助犯に該当する可能
性が懸念され、欧米で急拡大するNFTを用いた
ファンタジースポーツ市場からの国内スポーツ団体
への収益還元が閉ざされるおそれがある。

官民が連携して、NFTを用いたファンタジースポーツ市場からの適
法な収益還元方法に関するガイドラインの策定等を進めるべき。

選手や実演家の肖像等を使用したNFTの二次流通から得られる
収益について、適切な収益還元モデルの策定等のルール整備を
早急に進めることが必要である。

問題の所在 提言

自民党 web3プロジェクトチーム 中間提言 要旨



その他検討を要する点

Web3.0時代を見据えた国家戦略の策定・推進体制の構築

NFTプラットフォームにおける暗号資産決済についての環境整備

銀行がNFT関連ビジネスを行う場合の法的位置づけ

デジタル空間におけるデザイン保護

二次流通時のロイヤリティに関するルールの明確化

コンテンツホルダーの理解促進

ブロックチェーン上に保存されないコンテンツデータの確実な保存

ブロックチェーン関連事業への投資ビークル・スキームの多様化

ブロックチェーン技能に長けた起業家・エンジニアの育成・確保

マネーロンダリング防止のための本人確認等の義務導入等の検討

経済制裁対象国・地域に向けたNFTの移転の規制

CBDC発行とweb3への影響

マイナンバーを使用したトラスト
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自民党 web3プロジェクトチーム 中間提言 要旨



（1）自己紹介

（2）デジタル社会の実現に向けた重点計画と規制改革

（3）リ・スキリングに関する動向

（4）デジタル人材の育成・機能の抜本強化

（5）暗号資産関連税制について

（6）WEB3.0をめぐる動き

（7）未来のデジタル人材の確保と育成
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企業のDX推進とデジタル人材育成の関係
 産業全体の競争力強化や社会の課題解決を図るために、「企業のDX推進」と「デジタル人材の育

成」を両輪で推進していくことが重要。

 企業のDX推進に向けた取り組みとして、以下を実施。
• DX認定・DX銘柄等のDX推進施策によるDX事例の創出や横展開
• DX投資促進税制等の支援措置によるDXの取り組みの支援

 また、デジタル人材育成の具体的な取り組みとして、以下を実施。
• デジタルスキル標準の策定によるデジタルスキルや能力の見える化
• デジタル人材育成プラットフォームにおける実践的な学びの場を提供
• 情報処理技術者試験による、ITリテラシー・専門IT人材の知識・技能の客観的な評価

その他、DX銘柄（上場企業）、DXセレク
ション（中堅・中小企業等）、DX投資促
進税制等を通じて企業のDXを推進

デジタル人材育成・確保DX推進

申請

企業内のデジタル人材
育成・確保を要件化

人材供給

人材需要

＜国家試験＞
・ITパスポート試験
・基本情報技術者試験
・情報処理安全確保支
援士試験 等

両輪

デジタルガバナンス・コード2.0 ビジネス
アーキテクト

データサイ
エンティスト

ソフトウェア
エンジニアデザイナー

サイバー
セキュリティ

デジタルスキル標準



デジタル田園都市国家構想基本方針:デジタル人材の育成目標の実現に向けて

47出典）第２回デジタル田園都市国家構想実現会議 若宮大臣提出資料１－２ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai2/siryou1-2.pdf
デジタル田園都市国家構想総合戦略 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/pdf/20221223_honbun.pdf

ビジネス
アーキテクト

データサイ
エンティスト

ソフトウェア
エンジニアデザイナー

サイバー
セキュリティ



デジタルスキル標準（DSS）の公表
 企業のデジタル化の担い手は、IT人材からDX人材へと変化していることを踏まえ、DX時代の人材

像をデジタルスキル標準（DSS）として整理。個人の学習や企業の人材確保・育成の指針に。
 デジタルスキル標準の活用を通じて、全員がDX推進を自分事ととらえ、企業全体として変革への

受容性を高めていくことが重要。

 DX推進に主に必要な５つの人材類型、各類型間の連携、
役割（ロール）、必要なスキルと重要度を定義し、各スキル
の学習項目例を提示

 ビジネスパーソン一人ひとりがDXに参画し、その成果を仕事や生活
で役立てる上で必要となるマインド・スタンスや知識・スキル（Why、
What、How）を定義し、それらの行動例や学習項目例を提示

全てのビジネスパーソン（経営層含む）

全てのビジネスパーソンが身につけるべき知識・スキルを定義

<DXリテラシー標準>
DXを推進する人材

<DX推進スキル標準>

DXを推進する人材類型の役割や習得すべきスキルを定義

社会変化の中で新たな価値を生み出すために必要な意識・姿勢・行動

ビジネスの場で活用
されているデータやデ
ジタル技術

データやデジタル技
術の利用方法、活
用事例、留意点

社会、顧客・ユー
ザー、競争環境の
変化

Why
DXの背景

What
DXで活用される

データ・技術

How
データ・技術の

利活用

マインド・スタンス

データやデジタル
技術を活用した
製品・サービスや
業務などの変革

ビジネスアーキテクト

デザイナー データ
サイエンティスト

ソフトウェア
エンジニア

サイバー
セキュリティ

デジタルスキル標準（DSS） https://www.ipa.go.jp/files/000106872.pdf 48
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 デジタル田園都市国家構想の実現に向け、地域企業のDXの担い手となるデジタル人材を育成
するプラットフォームを構築し、企業内人材（特にユーザー企業）や個人のリスキルを推進。

 民間企業が提供する教育コンテンツ・講座を一元的に集約・提示するポータルサイト「マナビ
DX」の整備に加えて、ケーススタディ教育プログラムや地域企業と協働したオンライン研修プロ
グラム「マナビDX Quest」を提供し、DXを推進する実践人材を一気通貫で育成。

デジタル人材育成プラットフォーム

＜デジタル人材育成プラットフォーム＞
（３層）地域企業と協働したオンライン研修プログラム

デ
ジ
タ
ル
人
材

ビジネス
アーキテクト

ビジネス
アーキテクト

データサイ
エンティスト
データサイ
エンティスト

ソフトウエア
エンジニア
ソフトウエア
エンジニア

デザイナー

（２層）ケーススタディ教育プログラム
 データ付きのケーススタディ教材を用い、受

講生同士の学び合いを通じて、課題解決のプロセス
を疑似体験するオンライン教育プログラム。

サイバー
セキュリティ
サイバー

セキュリティ

社
会
人
・
学
生

地域企業と協働し、実際の企業の課題解決にチームで
取り組むオンライン研修プログラム。

地域・企業・大学

協力・支援

 デジタル人材に求められるスキルを自ら学べるよう、スキ
ル標準に対応した教育コンテンツを提示。

 厚労省の助成対象コンテンツを多数掲載。

（１層）オンライン教育サイト

スキル標準



（出所）経済産業省「デジタル時代の人材政策に関する検討会 実 践 的 な学びの場WG（第２回）資料」を基に作成。

ＩＴ製品・サービスを提供する デジタル技術を活用して競争力を
向上させる企業等に所属する人材CEO、CIO、

CDXO等
企業等に所属する人材 トップ

ＩＴ人材

ニーズに応じて
システム設計が

できる人材

プログラマ

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン

新たな施策対応が特に必要

DX推進人材
小・中・高等学校
における情報教育

※コンピュータの仕組み、プログラムの処理手順等

子供、高齢者、その他市民 ※スマホやタブレット、PCの使い方等（パソコン教室）

その他のビジネスパーソン
※ＩＴの導入プロセス、遵守すべき法令等

デジタル社会における人材像

デジタル社会においては、全ての国民が、役割に応じた相応のデジタル知識・能力を習得する必要
がある。

若年層は、小・中・高等学校の情報教育を通じて一定レベルの知識を習得する。
現役のビジネスパーソンの学び直し（＝リスキリング）が重要。

人材育成

50



高等教育

ビジネススキル
オペレーションスキル

専門能力

デジタルに取り組むマインドセット

クラウド技術に対する理解

AI解析

ビッグデータ解析

デジタル グリーン

保守点検（水素ステーション、洋上風力等）

理系（３割）
人工知能 ロボティクス 電気化学

電力システム

プロジェクトマネジメント ファイナンス

アンモニア
洋上風力

原子力
航空機
水素利活用

産業ニーズに合った
教育内容に
なっていない

必要なスキルが
十分に特定されていない

そもそも理系人材
が少ない

大企業内に死蔵
されている可能性

デジタル人材の
スキルが標準化

されていない

文系学生も
デジタル人材に

先端半導体
素材

初等・中等教育

学歴によらず、あらゆる
人材の能力解放

会計・簿記

文系（７割）
政治・法律:コンプライアンス等 経済・経営:ビジネスモデル、統計処理、資産運用等

自らの関心、得意分野の発見 経済や金融の基本の理解 道徳・倫理の習得

デジタル、グリーンといった成⾧分野の市場規模等から、２０３０年、２０５０年の労働需給、
雇用創出効果を推計するとともに、求められるスキル・課題を明らかにし、政府としての「目指すべき
姿」として公表する予定。

「未来人材ビジョン」（仮称）の策定
未来人材会議
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ご清聴ありがとうございました


